
ミ
ニ
情
報

募
　
集

みんなの暮らしに役立つ情報を満載しています。
詳しくは、それぞれの問い合わせ先へお尋ねください。 のガイドく しら
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安
全
･
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
に

助
成
し
ま
す

県
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
チ
ー
ム

☎
０
１
８
︱
８
６
０
︱
１
５
２
１

市
民
ま
ち
づ
く
り
支
援
係

☎
89
︱
２
２
１
４

県
で
は
、
自
治
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
が
行

う
地
域
の
自
主
的
な
防
犯
・
防
災
活
動
に

必
要
経
費
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
⋯
地
域
内
パ
ト
ロ
ー
ル
、
防
犯
・
防

災
教
室
、
安
全
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど

助
成
金
額
⋯
上
限
30
万
円

申
請
期
限
⋯
５
月
20
日
㈮

※
申
請
用
紙
、
申
込
先
な
ど
詳
し
い
こ
と

は
電
話
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

桜
ま
つ
り
期
間
特
別
警
戒

能
代
地
区
消
防
本
部
☎
52
︱
３
３
１
１

期
間
⋯
４
月
22
日
㈮
〜
５
月
１
日
㈰

注
意
事
項
⋯

○
た
ば
こ
は
灰
皿
が
あ
る
と
こ
ろ
で
吸

い
、
投
げ
捨
て
は
し
な
い

○
ガ
ス
コ
ン
ロ
を
使
用
し
た
後
は
、
元
栓

を
閉
め
る

○
家
の
周
り
に
あ
る
燃
え
や
す
い
も
の
を

片
付
け
る

○
ラ
イ
タ
ー
や
マ
ッ
チ
な
ど
は
、
子
供
の

手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
置
く

○
林
野
に
持
ち
込
ん
だ
ゴ
ミ
は
持
ち
帰
る

○
外
出
時
は
、
火
の
元
を
確
か
め
る

投
票
所
名
が
変
更
さ
れ
ま
す

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　

☎
89
︱
１
７
６
０

４
月
17
日
の
秋
田
県
知
事
選
挙
で
は
、

次
の
２
カ
所
で
投
票
所
の
名
称
が
変
更
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

場
所
・
建
物
は
従
来
の
と
お
り
で
す
。

第
７
投
票
区

旧：

第
二
保
育
所

新：

ま
つ
ば
ら
保
育
園

第
36
投
票
区

旧：

第
五
保
育
所

新：

ひ
が
し
保
育
園

井
坂
記
念
館
が
開
館
し
て
い
ま
す

文
化
係
☎
89
︱
２
９
５
３

井
坂
記
念
館
☎
54
︱
１
２
８
９

井
坂
記
念
館
は
４
月
〜
10
月
末
ま
で
開

館
し
て
い
ま
す
。
︵
11
月
以
降
も
希
望
が

あ
れ
ば
そ
の
つ
ど
開
館
し
ま
す
。
︶
開
館

日
は
今
ま
で
ど
お
り
毎
週
火
・
木
・
土
・

日
曜
日
と
祝
祭
日
、
開
館
時
間
は
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
で
す
。

※
入
館
は
無
料
で
す
。
閉
館
日
に
来
館
さ

れ
る
際
に
は
事
前
に
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

臨
時
保
育
士
の
登
録
募
集

ふ
れ
あ
い
福
祉
係
☎
89
︱
２
１
５
３

市
立
保
育
所
の
途
中
入
所
児
童
な
ど
に

対
応
す
る
た
め
、
臨
時
保
育
士
に
登
録
す

る
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
対
象
⋯
保
育
士
資
格
が
あ
り
、
通
勤

が
で
き
る
人

登
録
手
続
き
⋯
福
祉
課
⑭
番
窓
口
へ
写
真

付
き
の
履
歴
書
、
保
育
士
資
格
証
明
書

︵
写
し
︶を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

奨
学
生
を
募
集
し
ま
す

学
校
教
育
係
☎
89
︱
２
９
４
６

○
秋
田
育
英
奨
学
生

応
募
資
格
⋯

秋
田
県
出
身
者
で
あ
る
こ
と
な
ど

募
集
人
員
⋯

国
・
公
立
大
学
　
１
０
５
人

私
立
大
学
　
　
　
１
３
６
人

貸
与
月
額
⋯

国
・
公
立
大
学
　
４
３
０
０
０
円

私
立
大
学
　
　
　
５
４
０
０
０
円

○
す
こ
や
か
奨
学
生

応
募
資
格
⋯

秋
田
県
出
身
者
で
、
第
３
子
以
降
の
人

法定外公共物（里道、水路）の
管理について取り扱いが変わります

法定外公共物とは、道路法や河川法などの適用を受けない里道、水路な

どをいいます。これらの法定外公共物のうち、道路や水路の機能があるも

のは（一部地域を除き）、17年４月１日から市が管理することになりました。

また、道路や水路の機能がなく、市へ譲与されていないものの管理は、

国が引き続き行います。里道、水路などの管理先については、維持係へ問

い合わせください。
問合せ 維持係　　　　　　　 ☎89−2193・ ・・

秋田財務事務所管財課. ☎018−862−4205

家庭児童相談のご案内
子どもの発達、問題行動、養育、虐待などに関することについて、専門

の相談員が相談を受けます。相談の秘密は守られます。気軽に相談してく

ださい。

◎巡回児童相談 秋田県北児童相談所の専門相談員が対応

相談日…毎月第２木曜日　　場所…在宅障害者支援施設「とらいあんぐる」

申込先…家庭相談員（市民相談室⑰番窓口）

◎常時相談 市の家庭相談員が対応します。電話でも相談を受けています。

相談日…月〜金曜日　午前９時〜午後４時

場所…市民相談室（⑰番窓口）
問合せ 家庭相談員　☎89−2955


